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令和８年度香美町地域おこし協力隊募集要項 

 

はじめに 

香美町は、兵庫県の北西部に位置するまちです。まちの北は日本海に面してお

り、全域が山陰海岸ユネスコ世界ジオパークに属しています。山陰海岸国立公

園、氷ノ山後山那岐山国定公園の一部を有し、南は１，０００ｍ級の山々に囲ま

れ、小代区に源を発した矢田川がまちの中央を流れる豊かな自然にあふれるまち

です。 

日本海有数の漁獲量を誇る漁港を有しており、松葉ガニやカレイなどの海産物

が豊富に水揚げされるほか、世界で称賛される黒毛和牛「但馬牛」の原産地であ

り、清らかな水で育まれた米や日本酒は全国コンクールで金賞を受賞している全

国有数の食材の宝庫です。 

香美町では、これらの素晴らしい地域資源を活用し、まちの魅力づくりを進め

ています。 

この魅力をつなぎ合わせ、地域内外に発信することで、多くの魅力ある素晴ら

しいまちの中でも、どこか気になるまちとして存在をアピールしたいと考えてい

ます。 

そのために、まちに暮らしていただき、地域が気づいていない魅力の発見や、

地域での生活の楽しみ方の提案など、このまちの魅力を生かすために活躍してい

ただける地域おこし協力隊を募集します。 
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１ 募集人員 

  次の地域おこし協力隊員 ３人 

№ 業務名 勤務地 主な活動内容 人数 

１ 移住定住サポータ

ー 

（移住定住業務） 

香美町企画課 □移住希望者への対応と移住者のアフター

ケア 

□移住定住に関する情報発信（ワンダーカ

ミ、SNS、イベント参加） 

□空き家バンク（相談、現地立会等） 

１人 

2 まちの魅力発掘発

信コーディネータ

ー 

（観光振興業務） 

香美町観光商工

課 

□本町の観光資源の発掘 

□SNS等を活用した観光情報の発信 

□各観光協会等と協働し、地域資源を活か

した体験メニューや観光プランの作成 

１人 

3 地域交流推進コー

ディネーター 

（地域づくり業

務） 

香美町小代地域

局 

□「小代地域活性センター」を活用して、

地域内交流の推進に係るイベント等の企画

運営 

□センターでの活動を SNS等を通じて情報

発信 

□センターの管理運営 

１人 

共通業務 

□都市との交流事業への参加及び支援 

□町内、居住地域等での行事等への参加及び支援 

□地域おこし協力隊員ホームページ作成・更新（隊員間で協力） 

□その他地域活性化にかかる支援等 

 

２ 募集対象 

次の条件をすべて満たす方とします。 

⑴ 申込み日現在で、年齢が概ね２０歳以上の方 

⑵ 申込み時点で次に掲げる要件のいずれかを満たし、採用後に本町に住民票 

を移し、居住できる方 

ア ３大都市圏をはじめとする都市地域（過疎、山村、離島、半島等の地域 

に該当しない市町村）に在住の方 

イ 本町以外の地域おこし協力隊であった方で同一地域内における活動が 

２年以上あり、かつ、解嘱１年以内の方 

⑶ 地域おこし協力隊として活動期間終了後も香美町内に定住し、就業しよう 

とする意欲を持っている方 

⑷ 地域の活性化に意欲と情熱があり、地域が抱える課題の解決に地域住民と 

ともに積極的に取り組むことができる方 

⑸ 任用期間を全うする意思のある方 
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⑹ 心身ともに健康で誠実に業務を行うことができる方 

⑺ 普通自動車運転免許を有している方（ペーパードライバーでなく、実際 

に運転できる方。ＡＴ限定免許可） 

⑻ パソコン（ワード、エクセル、ＳＮＳなど）の一般的な操作ができる方 

⑼ 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 

 

３ 任用形態及び期間 

⑴ 香美町会計年度任用職員として採用 

⑵ 任用付職員として最長３年間 

任用期間は、任用の日から毎年度末（年度途中の任用の場合も同様）まで 

の１年更新とします。ただし、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、 

公募によらない再度の任用を行います。 

⑶  協力隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任用期間中であっても 

その職を解くことができるものとします。 

 

４ 給与 

⑴ 初任報酬月額 １８８千円～２０３千円 

⑵ 期末・勤勉手当 １か月当たりの平均報酬月額×年間４．６５か月（６月、

１２月に支給します。支給率は在籍期間により変動します。） 

※学歴、社会人経験年数に応じて初任報酬月額を決定し１年毎に昇給します。 

※地域手当、通勤手当は条件に応じて町の定める額を支給し、退職手当等は

支給しません。 

※初任報酬月額については、令和８年１月１日時点の額を掲載しています。 

 

５ 勤務日数及び勤務時間 

⑴ 勤務開始日は、令和８年４月１日以降の日で、応募者と町の協議によって

決定します。 

⑵ 勤務時間は週３５時間勤務を基本とします。 

 （１日７時間、標準勤務時間午前９時から午後５時（休憩 正午から午後１ 

時まで）） 
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⑶ 勤務日は、月曜日から金曜日を基本としますが、活動内容により勤務日、

勤務時間帯は変動することがあります。 

⑷ 時間外勤務は振替休対応となります。 

⑸ アルバイト等への副業従事は可（届出は必要）、職務に支障や公正を害する

恐れ等がある場合は不許可となります。 

 

６ 待遇及び福利厚生等 

⑴ 社会保険等（雇用保険、厚生年金、健康保険）に加入します。 

⑵ 住居に係る家賃は隊員活動費からの負担（月額５万円を限度）としますが、 

共益費、光熱水費、通信費、駐車場代、自治会費等は自己負担となります。 

⑶ 香美町までの交通費、引っ越しに必要な経費は自己負担となります。 

⑷ 活動に必要となる車両、燃料費、パソコン、消耗品、研修費等については、

予算の範囲内で町が現物を準備するか隊員活動費から負担します。自身の車

両を使用する場合は、車両借り上げ料を隊員活動費から負担します。 

 

７ 応募手続  

⑴ 応募受付期間 

 令和８年２月１３日（金）午後５時まで 

⑵ 応募方法 

 郵送又は持参 

⑶ 提出書類 

① 応募用紙（香美町ホームページでダウンロード可。お問い合わせいただ

ければ郵送で対応します。） 

② 住民票の抄本（発行日から３か月以内のもの） 

③ 普通自動車運転免許証の写し 

④ 活動目標レポート（Ａ４サイズ、書式自由） 

「活かしたい私の能力と３年間の活動目標」をテーマに、１，０００字

程度でレポートを作成し提出してください。 

 

８ 選考方法 
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⑴ 第１次選考 

面接試験までに書類選考により第１次選考を行います。第１次選考の結果

は応募者に文書で通知します。 

第１次選考の合格者に対しては、第２次選考の面接試験の日程等について

も併せて通知します。 

 ⑵ 第２次選考 

第１次選考の合格者を対象に香美町役場で面接試験を行い、第２次選考を

行います。 

第２次選考の結果は、文書で通知します。 

 ⑶ その他 

 応募に係る経費（書類申請、面接試験に伴う交通費等）は、全て応募者の

負担となります。 

 

９ 応募先・問い合せ先 

〒６６９－６５９２ 

兵庫県美方郡香美町香住区香住８７０－１ 

香美町企画課 

ＴＥＬ：０７９６－３６－１９６２ 

ＦＡＸ：０７９６－３６－３８０９ 

e-mail：kikaku@town.mikata-kami.lg.jp 


